
審決

不服２０１４－　２６１２２

大阪府大阪市中央区南久宝寺町１丁目４番１５号 有限会社オム内
請求人 鈴木 秀幸

大阪府大阪市北区西天満３丁目５－１０ オフィスポート大阪５１０号 商標登
録・特許事務所 富士山会
代理人弁理士 佐藤 富徳

　商願２０１４－　２８７２８拒絶査定不服審判事件について，次のとおり
審決する。

結　論
　本件審判の請求は，成り立たない。

理　由
第１　本願商標
　本願商標は，別掲１のとおりの構成よりなり，第１８類「かばん金具，が
ま口口金，蹄鉄，愛玩動物用被服類，かばん類，袋物，携帯用化粧道具入
れ，傘，ステッキ，つえ，つえ金具，つえの柄」を指定商品とし，平成２６
年４月１４日に登録出願されたものである。
　
第２　当審において通知した拒絶理由
　当審において，請求人に対し，平成２７年４月３０日付けで，本願商標が
商標法第４条第１項第１９号に該当するものであるとして，要旨以下のとお
りの拒絶理由を通知し，期間を指定して，これに対する意見を求めた。
１　本願商標は，別掲１のとおりの構成よりなり，別掲２に示す当審におけ
る職権調査によれば，米国において，「フード　バイ　エア　ライセンシン
グ　リミテッド　ライアビリティ　カンパニー」社（以下「フード・バイ・
エア社」という。）が，長袖シャツ等の被服について，フード・バイ・エア
社の出所を表示するものとして，取引者，需要者の間に一定程度知られてい
たものと認められる，黒地の横長の長方形内に白抜きで「ＨＯＯＤ」，
「ＢＹ」及び「ＡＩＲ．」の欧文字をやや縦長に，太字のゴシック体で，そ
れぞれの文字の書き出し位置を縦にそろえて三段に横書きした商標（以下，
文字を三段に横書きした文字部分のみを「フード・バイ・エア社商標」とい
う。）と特徴の多くを共通とする酷似した商標であるから，請求人が本願商
標を採択するに際し，本願商標が，フード・バイ・エア社商標と，偶然の一
致したものとは到底認められない。
２　したがって，本願商標は，フード・バイ・エア社商標が商標登録されて
いないことを奇貨として先取りし，剽窃的に本願商標を登録出願し，その登
録を受けようとしたものというのが相当であって，不正の目的をもって使用
するものといわざるを得ないから，商標法第４条第１項第１９号に該当す
る。
　
第３　当審における拒絶理由通知に対する請求人の意見（要旨）
１　引用商標は，本願商標の登録出願時（平成２６年（２０１４）４月１４
日時点），今回の拒絶理由通知書において提示された証拠資料のみでは，
フード・バイ・エア社商標が，「Ｔャツ，ズボンの商品の商標として米国に
おいて本願出願時点で既に周知商標であったこと」を裏付けるに十分な客観
的証拠足り得ない。
２　請求人は，自らがデザイナー会社に「ＨＯＯＤ　ＢＹ　ＡＩＲ．」のロ
ゴを発注し，その中から，本願商標を採択したものであり，米国における
フード・バイ・エア社商標の存在を知らなかったから，不正の目的には該当
しない。
　
第４　当審の判断
１　本願商標について
　本願商標は，別掲１のとおりの構成よりなり，「ＨＯＯＤ」，「ＢＹ」及
び「ＡＩＲ．」の欧文字を，やや縦長に，太字のゴシック体で，それぞれの



文字の書き出し位置を縦にそろえて三段に横書きしてなるものである。これ
より，本願商標からは，その構成文字全体として，「フードバイエア」及び
「フッドバイエア」の称呼が生じる。次に，本願商標の構成文字である，
「ＨＯＯＤ」，「ＢＹ」及び「ＡＩＲ」の欧文字は，それぞれが英語の単語
として「頭巾」，「～によって」及び「空気」等の意味を有するものとして
も，これらが構成全体として特定の熟語的意味合いを形成するものとは認め
られないことから，本願商標は，特定の観念を生じることのない造語であっ
て，文字の組み合わせに構成上顕著な特徴を有するものと認められる。
２　「Ｈｏｏｄ　Ｂｙ　Ａｉｒ（フッドバイエアー）」の商標の周知性につ
いて
　上記第２のとおり当審における拒絶理由で通知した別掲２の情報よれば，
以下の事実が認められる。
（１）「Ｈｏｏｄ　Ｂｙ　Ａｉｒ（フッドバイエアー）」の商標は，米国の
ニューヨークのファッションブランドで，２００６年，Ｓｈａｙｎｅ　
Ｏｌｉｖｅｒ氏とＲａｕｌ　Ｌｏｐｅｚ氏によって創立されたこと（別掲
２（１）及び（２））。
（２）その後，当該ブランドは一旦活動を休止するも，２０１２年より新た
に販売を開始し，２０１４年２月１０日には，ニューヨークファッション
ウィークにおいて，２０１４年秋冬コレクションを公開し，その結果を伝え
るファッション向けのニュースサイトには，黒地の横長の長方形内に白抜き
でフード・バイ・エア社商標が表示され，被服等の商品が紹介されているこ
と（別掲２（３）ないし（５））。
（３）２０１３年１２月には，当該ブランドの商品は，我が国にも輸出さ
れ，フード・バイ・エア社商標がプリントされた丸首の長袖シャツが販売さ
れていること（別掲２（３））。
（４）米国においては，フード・バイ・エア社が，本願商標の出願前の
２０１３年７月２９日に黒地の縦長の長方形内にフード・バイ・エア社商標
を配した商標を登録出願していること（別掲２（６））。
（５）以上よりすれば，「Ｈｏｏｄ　Ｂｙ　Ａｉｒ．」の商標は，２００６
年に米国ニューヨーク洲で創立され，少なくとも本願商標出願前の２０１４
年（平成２６年）２月には，「フード・バイ・エア社商標」及び「ＨＯＯＤ
　ＢＹ　ＡＩＲ．」一連の商標は，米国において，長袖シャツ等の被服につ
いて，フード・バイ・エア社の出所を表示するものとして，取引者，需要者
の間に一定程度知られていたものと認められる。
３　本願商標とフード・バイ・エア社商標との類似性について
　本願商標は，別掲１のとおり，「ＨＯＯＤ」，「ＢＹ」及び「ＡＩＲ．」
の欧文字をやや縦長に，太字のゴシック体で，それぞれの文字の書き出し位
置を縦にそろえて三段に横書きした商標であるのに対し，フード・バイ・エ
ア社商標は，別掲２のとおり，白抜き文字等で表されている場合があるとし
ても，「ＨＯＯＤ」，「ＢＹ」及び「ＡＩＲ．」の欧文字を，やや縦長に，
太字のゴシック体でそれぞれの文字の書き出し位置を縦にそろえて三段に横
書きしてなるものである。
　してみれば，本願商標とフード・バイ・エア社商標とは，同一の文字構成
であること，同じく書き出し位置を縦にそろえた三段書きであること及び同
じくやや縦長の太字のゴシック体が用いられていることから，その構成にお
ける特徴の多くを共通とする酷似した商標といわざるを得ない。
４　商標法第４条第１項第１９号に該当性について
　本願商標は，上記２（５）及び３のとおり，本願出願前より米国で取引
者，需要者の間に広く認識されているフード・バイ・エア社商標と酷似する
ものである。
　しかも，本願商標は，その構成中の「ＨＯＯＤ」，「ＢＹ」及び
「ＡＩＲ．」の文字が，上記１のとおり，特定の観念を生じることのない造
語であって，しかも，フード・バイ・エア社商標と構成上の顕著な特徴を共
通にするものであることからすれば，請求人が本願商標を採択するに際し，
フード・バイ・エア社商標と，偶然の一致したものとは到底認められない。
　そして，本願の指定商品である「かばん類，袋物，傘，携帯用化粧道具入
れ」等と，フード・バイ・エア社商標を付した「フード　バイ　エア社」の
使用商品である被服等とは，いずれもファッション関連商品であって，統一
ブランドの下にファッションをまとめようとする昨今にあっては，密接な関
係にある商品であり，取引者，需要者が共通しているといえるものであるこ
となどを総合勘案すると，請求人は，本願商標の登録出願時に，フード・バ
イ・エア社商標の存在を熟知していたものというべきであり，フード・バ
イ・エア社商標が商標登録されていないことを奇貨として先取りし，剽窃的
に本願商標を登録出願し，その登録を受けようとしたものというのが相当で
あるから，不正の目的をもって使用するものといわざるを得ない。
　したがって，本願商標は，商標法第４条第１項第１９号に該当する。
５　請求人の主張について



　請求人は，当審における拒絶理由通知に対し，上記第３のとおりの意見を
述べている。
　しかしながら，商標法第４条第１項第１９号で求められている周知性は，
その及ぶ範囲が，同号の適用の有無を決めることがあり得るとしても，それ
は，「不正の目的」の有無を決める一要素となることを通じてであると解す
るのが，合理的であり（東京高裁平成１４年（行ケ）第９７号判決参照），
フード・バイ・エア社商標が，米国において，長袖シャツ等の被服につい
て，フード・バイ・エア社の出所を表示するものとして，取引者，需要者の
間に一定程度知られていたものと認められるのは，上記２（５）のとおりで
ある。
　そして，上記１及び３のとおり，本願商標とフード・バイ・エア社商標と
は，構成文字を共通とし，共にその構成文字から特定の熟語的意味合いを形
成するものとは認められない造語であって，その構成における特徴の多くを
共通とする酷似した商標といわざるを得ないものであるから，これを請求人
が本願商標を採択するに際し，フード・バイ・エア社商標と，偶然の一致し
たものとは到底認められないばかりか，請求人は，本願の出願に際して、商
標登録されるかどうかの調査依頼を特許事務所　富士山会に依頼し，先行商
標調査結果において，インターネット上で「フードバイエアー」等の語を検
索すると商標として使用されているものがかなりヒットするので，これが周
知商標に該当する場合，本件商標と抵触するとして拒絶査定されるおそれが
有る旨の報告を受けていることも述べていることから，請求人が本願商標を
採択した経緯は，信用することができない。
　したがって，請求人の上記第３の主張は，採用できない。
６　まとめ
　したがって，本願商標は，商標法第４条第１項第１９号に該当するもので
あるから，登録することができない。
　よって，結論のとおり審決する。

平成２７年　７月２３日

　　審判長　　特許庁審判官 田中 幸一
特許庁審判官 早川 文宏
特許庁審判官 前山 るり子

別掲１　本願商標

別掲２　「ＨＯＯＤ　ＢＹ　ＡＩＲ」の周知性について
（１）「ＦｕｋｕＤＢ」のウェブサイトにおいて，「フッドバイエアー　／
　Ｈｏｏｄ　Ｂｙ　Ａｉｒ」の見出しのもと，「Ｈｏｏｄ　Ｂｙ　
Ａｉｒ（フッドバイエアー）とは，米国ＮＹ発のストリートファッションブ
ランド。２００６年，Ｓｈａｙｎｅ　Ｏｌｉｖｅｒ氏とＲａｕｌ　
Ｌｏｐｅｚ氏によって創立された。当初は友達だけに向けオリジナルのＴ
シャツを作っていたが，徐々に評判が広まり，世界的な有名セレクトショッ
プ『ＯＰＥＮＩＮＧ　ＣＥＲＥＭＯＮＹ』（マンハッタン）や



『Ｃｏｌｅｔｔｅ』（パリ）などでも取り扱われるようになる。」の記載が
ある（http://www.fukudb.jp/node/26733）。
（２）「ＤｅｅｐＩｎｓｉｄｅｉｎｃ．ｃｏｍＳｔｏｒｅ」のウェブサイト
において，「ＨＯＯＤ　ＢＹ　ＡＩＲ．　（フード・バイ・エア）」の見出
しのもと，「２００６年にデザイナー“ＳＨＡＹＮＥ　
ＯＬＩＶＥＲ（シェーン・オリバー）“により立ち上げられたＮＥＷ　
ＹＯＲＫ発のブランド。独創的かつインパクトのある大胆なデザインを特徴
とし，現在世界中で入手困難となっているプレミアムブランドです。
Ａ＄ＡＰ　ＲＯＣＫＹ率いる”Ａ＄ＡＰ　ＭＯＢ“のメンバーや
ＲＩＨＡＮＮＡ，ＫＡＮＹＥ　ＷＥＳＴなども愛用するなど，世界的な
ファッションアイコンの着用も多く目にする注目ブランドです。」の記載と
ともに，フード・バイ・エア社商標がプリントされたＴシャツ及びズボンの
写真が掲載されているhttp://www.deepinsideinc.com
/brand.php?brd_id=542&utm_source=y）。
（３）「ＮＵＢＩＡＮ」のウェブサイトにおいて，「ＮＵＢＩＡＮ　
ＨＡＲＡＪＵＫＵ　１５０－０００１　東京都渋谷区」及び「ＨＯＯＤ　
ＢＹ　ＡＩＲ．」の見出しのもと，黒地の正方形中に白抜き文字で
「ＨＯＯＤ　ＢＹ　ＡＩＲ．」「ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＲＥＬＲＥＡＳＥ」，
「１２．２１　ＳＡＴ」，「ｎＵＢＩＡｎ」の文字を配して表示され，その
下に「『ＨＯＯＤ　ＢＹ　ＡＩＲ．』２０１３　ＦＡＬＬ　ＷＩＮＴＥＲ　
ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」，「２０１３／１２／２１　（土）　
１１：００」，「ＮＵＢＩＡＮ原宿店にて正規発売開始！！」及び
「２００６年にデザイナー”ＳＨＡＹＮＥ　ＯＬＩＶＥＲ”によりＮＥＷ　
ＹＯＲＫで誕生した『ＨＯＯＤ　ＢＹ　ＡＩＲ．』，「その当時
ＮＵＢＩＡＮは世界に２店舗しかない正規取扱店のうちの１店舗でした。そ
の後ブランドは一旦活動を休止，２０１２年より新たにリスタートし世界中
で大きな話題を巻き起こしました。当時のＮＵＢＩＡＮを知るお客様にとっ
てはとても久しぶりなご紹介となります。ＨＯＯＤ　ＢＹ　ＡＩＲ．は独創
的かつインパクトのある大胆なデザインを特徴とし，現在世界中で入手困難
となっているプレミアムブランド。」の記載とともに黒地に黄色又は灰色の
文字でフード・バイ・エア社商標がプリントされた丸首の長袖シャツの写真
が掲載されている（http://gentslab.nubian-ave.com/2013/12/hood-by-air
/）。
（４）「ＦＡＢｍｅｄｉａ」のウェブサイトにおいて，「Ｈｏｏｄ　Ｂｙ　
Ａｉｒ　（フッドバイエアー）　２０１４ＦＷコレクション」及び「ファッ
ション　Ｐｏｓｔｅｄ　ｂｙ　ｓｔａｆｆ　２０１４／０２／１０」の見出
しのもと，「ファッションブランド　Ｈｏｏｄ　ＢｙＡｉｒ（ＨＢＡ）の
２０１４年秋冬コレクションがニューヨークファッションウィークで公開さ
れた。ブラックとホワイトのイメージの強いＨＢＡですが，今シーズンはデ
ニムやスウェード素材を使用したセットアップなど新しい一面を魅せてい
る。先に公開されたＰｒｅ－Ｆａｌｌコレクションで見せた膝の上まである
編み上げブーツやゴールドのスニーカーを組み合わせたトップには，ジッ
パーを多様したジーンズやオーバーサイズのレザージャケットなどアイテム
のディテールからシルエットまで更にアップデートされたコレクションを見
せてくれた。」との記載がある（http://fab-media.net/fashion
/12088.html）。
（５）「Ｕｒｂａｎ　Ａｌｌｅｙ」のウェブサイトにおいて，「ＨＯＯＤ　
ＢＹ　ＡＩＲ　ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ　２０１４　
ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」，「Ｄ．Ｊ．ＭＡＬＯＮＥ」，
「ＳＥＰＴＥＭＢＥＲ　１０，２０１３」の見出しのもと，黒地で横長の長
方形中に白抜きでフード・バイ・エア社商標が表示され，その下に「Hood
By Air recently presented its Spring/Summer 2014 offerings at New
York Fashion Week.」（最近，フード・バイ・エアは，ニューヨーク・
ファッション・ウィークで，その２０１４年春／夏作品を提示した。）（仮
訳）の記載が認められる(http://urbanalleyblog.com/2013/09/hood-by-
air-springsummer-2014-collection/)。
（６）米国特許商標庁の商標検索のサイト（ＴＥＳＳ）によれば，黒地の縦
長の長方形内に白抜きでフード・バイ・エア社商標を配した商標が，第２５
類「運動用ズボン，運動用パンツ等」を指定商品として，２０１３年７月
２９日にシリアル番号８６０２２４４３号として出願され，その出願人が
フード・バイ・エア社であることの記載がある（この商標は，既に失効して
いる）（http://www.uspto.gov/trademarks-application-process/search-
trademark-database）。

（行政事件訴訟法第４６条に基づく教示）　　　　　　　　　　　　　　　
　この審決に対する訴えは，この審決の謄本の送達があった日から３０日
（附加期間がある場合は，その日数を附加します。）以内に，特許庁長官を



被告として，提起することができます。　　　　　　　　　　　　　　　　
　（この書面において著作物の複製をしている場合のご注意）　　　　　　
　　特許庁は，著作権法第４２条第２項第１号（裁判手続等における複製）
の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては，著作権侵害
とならないよう十分にご注意ください。

〔審決分類〕Ｔ１８　　．２２２－Ｚ　　（Ｗ１８）

審判長　　　特許庁審判官 田中　幸一 7946
　　　　　　特許庁審判官 前山　るり子 7672
　　　　　　特許庁審判官 早川　文宏 7954


